
1 

 

派遣継続に関する基本的な考え方 
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【情勢】 

１ 南スーダンは、最も新しい国連加盟国であり、独立から間もな

い、世界で一番若い国である。 

反政府勢力の存在や、部族間の対立があること、また、約二十

年にわたるスーダンとの武力紛争を経て独立に至ったが、その間

に使用された多数の武器が国内に出回っていることなどから、治

安情勢は、極めて厳しい。 

 

現在も、地方を中心に、武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々

生じている。 

首都ジュバについても、七月に大規模な武力衝突が発生してお

り、現在は、比較的落ち着いているが、今後の治安情勢について

は、楽観できない状況である。 

 

政府としても、邦人に対して、首都ジュバを含め、南スーダン

全土に「退避勧告」を出している。これは、最も厳しいレベル四

の措置であり、治安情勢が厳しいことは十分認識している。 

 

【ＰＫＯ】 

２ このような厳しい状況の中、南スーダンは、自らの力だけで

は平和と安定を確保することができない。  

だからこそ、国連による平和維持活動が行われており、我が国

も、専門的な教育訓練を受け、厳しい環境でも活動できる自衛隊

を派遣している。 
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国連の旗の下、国際社会が協力して、南スーダンの平和と安定

のため力を合わせている。 

 

アフリカの国々だけではなく、 

例えば、国連 安保理 常任理事国の米国、英国、ロシア、中国、 

 

地域毎に見ても、 

アジアからは、韓国、ベトナム、インドネシア、モンゴル、ネ

パール、キルギス、タイ、ミャンマー、そして、ブータン、 

 

大洋州からは、オーストラリア、ニュージーランド、そして、

フィジー、パプア・ニューギニア、サモア 

 

北米からはカナダ、 

 

南米からはブラジル、ペルー、アルゼンチン、 

 

欧州からは、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、

デンマーク、スイス、ポーランド、 

また、自らも困難な状況にあるウクライナも派遣している。 

 

まさに、世界のあらゆる地域から、六十二か国が部隊等を派遣

し、南スーダンのために力を合わせている。   

 

七月の衝突事案の後も、部隊を撤退させた国はない。むしろ、

国連は、新たに四千人の地域保護部隊を創設し、増派を決めるな

ど、国際社会は取組を強化している。 
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【意義】 

３ 南スーダンは六カ国と国境を接し、アフリカ大陸を東西南北に

結ぶ、極めて重要な位置にある。南スーダンの平和と安定は、南

スーダン一国のみならず、周辺諸国の平和と安定、ひいてはアフ

リカ全体の平和と安定につながるものである。 

 

また、アフリカの多くの国が苦しんでいる不安定と治安の問

題を解決するという意味で、アフリカ全体の「希望」につながる

ものである。このような意味で自衛隊派遣は大きな意義がある

と考えている。 

このような自衛隊派遣は、南スーダン政府や国連をはじめ、国

際社会から高い評価を受けている。 

 

今や、いかなる国も、一国だけでは自国の平和を守れない。一

国平和主義ではいられない。国際社会の平和と我が国の平和は、

分かち難いものである。    

だからこそ、自衛隊は海外でリスクを負いながらも、国際社会

の平和と安定のために貢献している。 

 

【派遣の判断要素】 

４ 自衛隊を派遣し、活動を継続するに当たっては、大きく、二つ

の判断要素がある。 

まずは、要員の安全を確保した上で、意義のある活動を行える

か、ということであり、 

もう一つは、ＰＫＯ参加五原則を満たしているか、という憲法

との関係の判断である。 
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【自衛隊の活動】 

５ 自衛隊の派遣は、先に述べたとおり、大きな意義のあるもので

あり、現在も、厳しい情勢の下ではあるが、専門的な教育訓練を

受けたプロとして、安全を確保しながら、道路整備や避難民向け

の施設構築を行うなど、意義のある活動を行っている。 

危険の伴う活動ではあるが、自衛隊にしかできない責務を、し

っかりと果たすことができている。 

 

【ＰＫＯ参加五原則】 

６ 他方、ＰＫＯ参加五原則については、憲法に合致した活動であ

ることを担保するものである。この場合、議論すべきは、我が国

における、法的な意味における「武力紛争」が発生しているか、

であり、 

具体的には「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの

である戦闘行為」が発生しているかである。（これは憲法との関

係であり、その意味において我が国独自の問題である。） 

 

７ 南スーダンの治安状況は極めて悪く、多くの市民が殺傷される

事態が度々生じているが、武力紛争の当事者（紛争当事者）とな

り得る「国家に準ずる組織」は存在しておらず、当該事態は「戦

闘行為」が発生したと評価し得るものではない。 

また、我が国における、法的な意味における「武力紛争」が発

生したとは考えていない。 

 

８ 今後も、南スーダンにおいて「武力衝突」の発生は十分に予想

されるが、ＰＫＯ参加五原則は、引き続き、維持されるものと考

えている。 

今後とも、緊張感を持って現地情勢を注視しながら、参加五原

則の下で活動を行っていく。 

 

  このようなことから、引き続き、自衛隊の派遣を継続すること

が適当であると考えている。 


